
〇農地の解約等の制限にかかる許可 
 

根拠条文  農地法第１８条第１項、第２項 
 

（農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限） 
第十八条 農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県 

知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、 
又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該 
当する場合は、この限りでない。 

 
一 ～ 五 （略） 
 
 

２ 前項の許可は、次に掲げる場合でなければ、してはならない。 
一 賃借人が信義に反した行為をした場合 
二 その農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにすることを相当とす 

る場合 
三 賃借人の生計（法人にあつては、経営）、賃貸人の経営能力等を考慮し、賃貸人が 

その農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供することを相当とする場合 
四 その農地について賃借人が第三十六条第一項の規定による勧告を受けた場合 
五 賃借人である農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合並びに賃借 

人である農地所有適格法人の構成員となつている賃貸人がその法人の構成員でなく 
なり、その賃貸人又はその世帯員等がその許可を受けた後において耕作又は養畜の 
事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業 
を行うことができると認められ、かつ、その事業に必要な農作業に常時従事すると認 
められる場合 

六 その他正当の事由がある場合 
 


